
種別
最初の新規検査から
１３年経過した車両の

税額

三輪 　４，６00円

四
輪
以
上

貨
物

営業用 　４，５00円

自家用 　６，000円

乗
用

営業用 　８，200円

自家用 12，９00円

※�令和 2年度は、新規検査が平成1９年
3 月以前の車両が対象です

●国民年金に加入している人　第 1号被保険者（自営業、学生など）

こんなとき 変更後の種類 届出先

厚生年金や共済年金に
加入したとき 第 2号被保険者 勤　務　先

第 2号被保険者である
配偶者の扶養に入ったとき 第 3号被保険者 配偶者の勤務先

●厚生年金や共済年金に加入している人　第 ２号被保険者（会社員、公務員など）

こんなとき 変更後の種類 届出先

退職などで厚生年金や
共済年金をやめたとき 第 1号被保険者 市民生活課

保険年金係

退職して第 2号被保険者である
配偶者の扶養に入ったとき 第 3号被保険者 配偶者の勤務先

●厚生年金加入者に扶養されている配偶者で２0歳以上60歳未満の人
　第 3号被保険者

こんなとき 変更後の種類 届出先

配偶者の扶養から外れたときや
配偶者が６５歳になったとき 第 1号被保険者 市民生活課

保険年金係

就職して厚生年金に
加入したとき 第 2号被保険者 勤　務　先
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お
知
ら
せ

多 久 市
か ら の
お知らせ

多 久 市
か ら の
お知らせ

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 

税
務
課 

市
民
税
係
　
☎
75

−

2
1
2
6

問 

佐
賀
年
金
事
務
所
　
☎
31

−
4
1
9
1
／
市
民
生
活
課 

保
険
年
金
係
　
☎
75

−

2
1
5
9

問 

税
務
課 

市
民
税
係
　
☎
75

−

2
1
2
6

名
義
変
更
・
廃
車
手
続
き
は
お
早
め
に
！

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
の

国
民
年
金
加
入
の
手
続
き

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
重
課
税
額
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
、
農
耕
用
の
コ

ン
バ
イ
ン
や
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
売
買

や
譲
渡
、
解
体
な
ど
で
手
放
し
た
人
で
、

名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を
忘
れ
て

い
ま
せ
ん
か
。
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

は
、
毎
年
4
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
対

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
4
月
１
日
ま
で
に

手
続
き
を
し
な
い
と
引
き
続
き
使
用
中

と
み
な
さ
れ
、
課
税
さ
れ
ま
す
。
車
種
に

よ
っ
て
手
続
き
先
な
ど
異
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

公
的
年
金
の
被
保
険
者
は
3
種
類
に
分
か

れ
て
お
り
、
働
き
方
で
加
入
す
る
年
金
制
度

が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
種
類
が
変
わ
る
と
き

は
必
ず
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
忘

れ
る
と
年
金
額
が
減
っ
た
り
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
給
で
き
な
く
な
っ

た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
加
入
手
続
き

の
際
は
、
年
金
手
帳
と
退
職
日
な
ど
を
証
明

で
き
る
も
の
（
離
職
票
、資
格
喪
失
証
明
書
等
）

と
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

の
顔
写
真
つ
き
身
分
証
明
書
）
を
持
参
く
だ

さ
い
。

　

地
球
環
境
を
保
護
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
新
規
検

査
か
ら
13
年
を
経
過
し

た
、
環
境
負
荷
の
大
き
い

四
輪
以
上
お
よ
び
三
輪
の

車
両
は
、
重
課
税
額
が
適

用
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

電
気
、
天
然
ガ
ス
、
メ
タ

ノ
ー
ル
、
ガ
ソ
リ
ン
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
お
よ
び
被
け
ん

引
車
の
各
車
両
は
対
象
外

で
す
。

問
い
合
わ
せ
・
手
続
き
先
一
覧

　

○
原
付
・
農
耕
用
車
両

　
　

税
務
課�

市
民
税
係　

☎
７５

−

２
１
２
６

　

○
軽
四
輪
・
軽
三
輪

　
　

軽
自
動
車
検
査
協
会　

佐
賀
事
務
所

　
　

☎
０
５
０

−

3
８
１
６

−

１
７
５
4

　

○
軽
二
輪
（
１
２
５
㏄
超
～
２
５
０
㏄
）

　
　

・
自
動
二
輪
（
２
５
０
㏄
超
～
）

　
　

九
州
運
輸
局　

佐
賀
運
輸
支
局

　
　

☎
０
５
０

−

５
５
4
０

−
２
０
８
２


